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    第 2回大田区との呑川に関する意見交換会およびその反省会の開催について 

  標記の件に関し、下記の通り実施することとなりました。今年5月の第1回意見交換会では始めてとい

うこともあり、充分な意見交換ができない点がありました。そのような反省に立ち、今回は双方の意見を

充分に述べ合い、その中で現実的な解決策を見出す努力をしてゆきたいと思います。ご多忙とは思い

ますが、積極的なご参加をお待ちします。 

    開催日時  11月4日（火）10時～12時予定 

    会   場  大田区役所 9階 ９０１会議室 

 

   また、同意見交換会の反省会を11月22日(土)13時から14時30分の予定で消費生活センター（旧

生活センター）講座室で実施しますので、あわせてご出席ください。それに引続き別記の「川」が語る

東京 の学習会を開催いたします。 

 

 「ウナギの生息の危機」ひとまず解消 

  

   前号（7月 10日発行）で道々橋付近の改修工事を紹介し、当時の二建の計画案では道々橋下流の

下水道横断による落差工がなくなり、その上流側・下流側に生息するウナギ、マルタ、マハゼ、スミウキ

ゴリの生息の保証は無理と判断せざるを得ないと記しました。 

  それに対し 9月5 日二建照井係長から私に電話で、とりあえず今秋着工する区間は本村橋から道々

橋間にとどめ、下水道横断地点は来年度以降改修プランを検討するようにしたとの連絡が 

 ありました。どのような事情でこの区間のポイントである下水道横断地点の工事が先送りされたかはわ

かりませんが、ともかく再検討の時間がそれだけ与えられました。 

  そこでハガキでお知らせしましたとおり呑川の会で 9月19 日現地調査し、その後久が原図書館で呑

川の会としての改修プラン案を次のとおりまとめるとともに、10月24日に第二建設事務所に説明に行く

ことになりました。                            (10月16日記  福井 甫) 

 

   改修プラン案 

１．全改修工事にたいする基本的な考え 

 呑川をもっと自然豊かで人々に親しまれる川にする。具体的には次の通り 

① 大田区の環境調査でも生息が確認されているウナギ、マハゼ、マルタ、スミウキゴリ、ボラ、鯉

は改修後も現在地で生息が保障されるようにする。将来的には工大橋までの魚の生息を目指

す。そのためにも最低、現在地での生育確保は必須である。 

② 特に呑川にとってウナギは神田川のアユのようにシンボルとなりうる魚であり、ウナギがより生

息しやすい環境の整備を要請したい。 

③ 現在も見られるカワセミ、コサギ、カワウが生息でき、カルガモが営巣できる環境に整備する。 

    ④ ヤゴが生息し、呑川生まれのトンボがみられるようにする。 

 

    ２．新幹線区間、道々橋区間、仲之橋区間に共通の事項 

① 静水域とする 

② 水深は可能な限り深く、どろ、土が堆積し、カナダモ等の水性植物が繁茂できるようにする。 

③ 両サイドには植生帯を設ける 
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④ 流れの中に大きな岩等を配置し、流れに変化をつけるとともに、カルガモ、カワセミ等の休息

場所とする 

 

３．道々橋区間の下水道横断地点について 

現在下水道が横断し堰状となっているため生じている役割はそのまま残す。具体的には 

① 現下水道横断地点付近に堰を設け、堰の上流側は静水域とし、どろ・土が堆積させる等、ウ

ナギが生息できる環境とする。 

②  堰下流側は最低現在と同程度の長さ、深さの開口部を設け、マハゼ、マルタ、スミウキゴリ、ボ

ラのこの地点までの生息は確保する。 

③  堰から川幅の一部を割き、ウナギ・鯉等が遡上できる魚道を設ける。 

       

     

                            

      神田川 高戸橋下流魚道 

                                  （高田馬場付近） 

 

 

 

 

 

 

 

４．仲之橋区間について 

     ① 右岸の久が原二丁目広場に接し、呑川河床・水面に降りられる親水階段を設置する。 

           

 

神田川 高田橋上流親水階段 

（高田馬場付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．フェンス・護岸について 

① フェンスは視認性を確保して道路から川の中が見やすいようにする。 

② 川を安心して眺められるようにするため護岸部分に川面に張り出した小さなテラスを設ける。 

③ 護岸に蔦を這わせる仕掛けを設ける。ただし蔦が上へ這い上がるものは川への視認性を悪く 

するので好ましくない。 

                                               以上 

 
年会費納入のお願い ２００８年度会費未納の方は、会計の高橋さんあて会費を納入してください。 
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呑川「八幡橋」下流工事 その後（１）                

 
 
「八幡橋」下流側工事は、あの痛ましい人身事故が発生して以来工事はストップしていましたが、8/１に工

事が再開されました。まず再開したのは、左岸から出入りする資材や工事用特殊車両などの置き場の拡張で

す。今までは呑川の中央に柵を立て、左岸側半分にフタをかけ資材置き場にしていました。8/21 現在ふたは

はずされ、右岸側に杭の列が新たに建てられ、ここまで資材置き場としてフタがかけられます。 

 

  
 

 

この作業は大変なもので、現在のH鋼はバーナーで焼き切って全てはずされ、あらたにもっと長い 
H鋼に掛け替えられます。 

 




